
特定健康診査等実施計画（第 3 期）について 

 
 

日本事務器健康保険組合 

令和 2 年 9 月 

Ⅰ．当健保組合の特定健康審査等の取組みについて 

1. 背景及び趣旨 

わが国は、国民皆保険のもと世界最長の平均寿命や高い保健医療水準を達成し 

てきた。しかし、急速な少子高齢化や国民の意識変化などにより大きな環境変化

に対応するための改革が急務となっている。 

    このような状況に対応するため、平成 20 年度より高齢者の医療の確保に関す 

  る法律に基づき、保険者は被保険者及び被扶養者に対し、糖尿病等の生活習慣病  

  に関する健康診査（特定健康診査）及びその結果により健康の保持に努める必要 

  がある者に対する保健指導（特定保健指導）を実施することが義務化された。 

   本計画は、当健康保険組合の特定健康診査及び特定保健指導の実施方法に関す 

  る基本的な事項並びに、その成果に係る目標に関する基本的事項について定める 

ものである。 

 なお、高齢者の医療の確保に関する法律第 19 条により、5 年ごとに 5 年を一 

期として特定健康診査等実施計画を定めることとする。 

 

2. 当健保組合の現状 

当健康保険組合の令和 2 年度の事業所数は、日本事務器株式会社と NJC グル 

ープの企業を合わせて 5 事業所である。その所在地は、東京 3、埼玉 1、福岡 1

となっているが、支社、支店、営業所、駐在は全国に点在しており、加入者は

37 都道府県に居住している。 

 当組合の加入者数*は、被保険者が 1,169 人、被扶養者が 1,076 名、合計 2,245

人である。被保険者の平均年齢は 44.05 歳であるが、特定健診・特定保健指導の

対象となる 40 歳以上の被保険者数は 825 人で、男性 87％、女性 13％であり、

被扶養者は、対象となる 40 歳以上の 318 人はすべて女性である。 

（*令和 2 年 3 月末現在数） 

 当組合の健診事業については、現在、100 あまりの医療機関と契約を締結し、

事業主と共同で人間ドックや生活習慣病予防健診等を実施している。また、配偶

者向けに、東京都総合組合保健施設振興協会が主催する女性向けの巡回健診「婦

人生活習慣病予防健診」や、あまの創健の「全国巡回健診」も実施している。配

偶者以外の 40 歳以上被扶養者には受診券を配布し、特定健診を実施している。 



3. 特定健康診査の基本的考え方 

日本内科学会等内科系 8 学会が合同で、メタボリックシンドロームの疾患概念 

   と診断基準を示しており、内臓脂肪の蓄積に起因する糖尿病、脂質異常症、高血

圧症等は、生活習慣の改善により予防が可能との考え方を基本としている。 

 

4. 特定保健指導の基本的な考え方 

特定保健指導は、特定健康診査の結果から生活習慣病の発症リスクが高いと判 

   断された方に対して行う支援プログラムで、健康的な生活を維持するため、対象

者自身が自らの生活習慣を自覚し、生活習慣の改善を達成できるように支援する

ものである。 

  【特定保健指導対象者の定義】 

    

 

腹 囲 

追加リスク 対象 

① 血糖 

② 脂質 

③ 血圧 

 

④ 喫煙歴 

 

40 歳～64 歳 

 

65 歳～74 歳 

男性 85cm 以上 

女性 90cm 以上 

2 つ以上該当  
積極的支援 動機付け 

支援 1 つ該当 
あり 

なし  

上記以外で 

BMI25 以上 

3 つ該当  
積極的支援 

 

2 つ該当 
あり 

なし 
動機付け支援 

1 つ該当  

   BMI＝体重(kg)÷身長(m)÷身長(m) 

   リスク詳細 

    血糖：空腹時血糖 100mg/dl 以上 または HbA1c(NGSP 値)５.6％以上 

    脂質：中性脂肪 150mg/dl 以上 または HDL コレステロール 40mg/dl 未満 

    血圧：収縮期血圧 130mmHg 以上 または 拡張期血圧 85mmHg 以上 

 

5. 事業主が行う健康診断との関係 

当組合は、特定健康診査項目を含めた人間ドック、生活習慣病予防健診を事業 

所の定期健康診断時に、事業主との共同事業として実施していることから、被保 

険者の特定健診項目にあたるデータについては、事業主の承諾を得て、結果判定 

や特定保健指導を実施する。 

   

6. 特定健康診査の実施に係る留意事項 

  被保険者には、特定健診項目を含めた人間ドック、または生活習慣病予防健診



の受診を推進する。被扶養者には、受診しやすい環境の整備と、被扶養配偶者に

ついては、特定健診項目と乳がん・子宮がん検診の項目を含めた婦人生活習慣病

予防健診及び全国巡回健診の受診促進をはかる。 

 

Ⅱ.実施目標 

1. 特定健康診査及び特定保健指導                  （％） 

 平成30年度 令和元年度 令和 2 年度 令和 3 年度 令和 4 年度 国の参酌標準 

特定 

健康 

診査 

被保険者 99.4 99.6 99.4 99.6 99.9 ― 

被扶養者 64.9 68.4 64.5 67.7 71.0 ― 

合 計 88.2 89.6 89.7 90.8 91.9 90.0 

特定保健指導 48.9 51.1 44.4 55.6 62.3 55.0 

 

 

2. 特定健康診査等の実施の成果 

令和 4 年度において、平成 30 年度と比較したメタボリックシンドロームの該 

当者及び予備軍の減少率を 25％以上とする。 

 

3. 特定健康診査等の対象者数 

 

  （1）特定健康診査の対象者数                   (人) 

対象者 
平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 令和 3 年度 令和 4 年度 

1,185 1,178 1,120 1,120 1,120 

目標実施率(％) 88.2 89.6 89.7 90.8 91.9 

目標実施者数 1,045 1,055 1,005 1,017 1,029 

 

  （2）特定保健指導の対象者数                   (人) 

対象者 
平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 令和 3 年度 令和 4 年度 

235 235 270 270 265 

目標実施率(％) 48.9 51.1 44.4 55.6 62.3 

目標実施者数 110 120 120 150 165 

 

Ⅲ.実施方法 

1. 特定健康診査 

（1） 対象者 40 歳以上の被保険者及び被扶養者（年齢は年度末時点で算出） 

（2） 検査項目及び実施内容 



  検査項目は、標準的な健診・保健指導プログラム第 2 編第 2 章に記載されてい 

る項目とし、以下の健診にその「特定健康診査項目」を含んだ形で実施する。 

① 被保険者   人間ドック、生活習慣病予防健診 

② 被扶養配偶者 人間ドック、生活習慣病予防健診、婦人生活習慣病予防健診、

全国巡回健診 

③ ②以外の被扶養者（②のうちの希望者も含む） 集合契約特定健診 

（3） 実施時期 通年 

（4） 実施機関 当組合の契約医療機関等* 

＊ 被扶養者で居住地に契約医療機関がない場合に限り、当組合に事前に了解を

得た場合は任意で選択した健診機関 

＊ ②の会場巡回型健診については、委託事業者の契約医療機関 

＊ ③の被扶養者が特定健診を受診する場合は集合契約健診機関（受診券配布） 

（5） 受診等の案内方法 

機関誌「健保だより」、当組合ホームページに健診案内を掲載 

    被保険者には、社内 Potal 掲示板で、事業所、健保組合がそれぞれ案内を実施。 

    被扶養者には、健診案内を自宅に送付。 

（6） 結果データの受領 

健診医療機関より組合が直接受領する。被扶養者がやむおえない理由で、組

合の承認を得て任意の医療機関で受診した場合は、受診者から受領する。 

受領したデータは当健保組合で保管し、保管期間は 5 年とする。 

2. 特定保健指導 

（1） 対象者 40 歳以上の被保険者、被扶養者 

（2） 実施内容 対象者の支援レベル（動機付け支援・積極的支援） 

（3） 実施機関 特定保健指導実施事業者、特定健診実施医療機関、集合契約

実施医療機関へ委託。 

（4） 案内方法 組合または保健指導実施事業者から対象者へ案内。 

（5） 結果データの受領 実施事業者から直接受領し、健保で 5年間保管する。 

 

Ⅳ.個人情報の保護 

  当健康保険組合は、日本事務器健康保険組合「個人情報保護管理規程」を遵守し、 

業務を外部に委託する場合は、委託先との業務委託契約書等により個人情報の保護に 

努め、個人情報を漏洩しないための施策を徹底する。 

 当組合のデータ管理者は常務理事とし、その利用者は当健康保険組合の職員に限る。 

 

Ⅴ.特定健康診査等実施計画の公表・周知 

  本計画の内容は、機関誌及びホームページへの掲載により、公表・周知する。 



 

Ⅵ.特定健康診査等実施計画の評価及び見直し 

  本計画については、健康管理事業推進委員会等において、実施状況を踏まえて問題 

点・対策などを検討する。 

 

Ⅶ.その他 

  当健康保険組合の職員で特定健康診査・特定保健指導に係る業務に従事するものに

ついては、特定健康診査・特定保健指導に関する研修に随時参加させる。 

 


